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第３回 串本町農業委員会定例会会議録 

 

 

日  時  平成２８年６月１０日（金）午後１時３０分～ 

場  所  串本町文化センター２F A会議室 

招 集 者  串本町農業委員会会長 西謙譲 

議  事 

第８号  串本町農業経営基盤強化促進事業実施方針による利用権の設定について 

第９号  串本町農業経営基盤強化促進事業実施方針による利用権の設定について 

第１０号 農地法第２条の農地でない旨の証明願について 

第１１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

第１２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

第１３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

 

出席委員 

   １番 宇井良子   ２番 尾鷲壽夫   ３番 吉川きり子  ４番 小山喜行 

   ５番 坂田完爾   ６番 阪田洋好   ７番 坂本渡    ８番 芝崎憲年 

   ９番 鈴木利朗  １０番 竹田敏明  １１番 地當博巳  １２番 角是明 

  １３番 中谷清可  １４番 中村省一  １５番 西謙譲   １６番 西豊 

  １７番 東地寧司  １８番 平﨑茂樹  １９番 福島雄一  ２０番 増本昌弘 

  ２１番 山下敏文  ２２番 吉井孝夫 

 

欠席委員 

   なし 

 

出席した職員 

   松山、渡瀬 



 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

事務局 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

（定例会開会前に、「熊本地震義援金」について報告） 

 

 

皆さんこんにちは。本日もお忙しいところ定例会にご出席いただき本当

にありがとうございます。 

気候の方は既に梅雨に入っております。これから１か月余りの間鬱陶し

い日々が続くかとは思いますが、今年の梅雨は朝夕カラッとして涼しくて、

凌ぎやすいような気がいたします。これも異常気象の現れかなと思っては

おるんですけども、植物の生育に影響しないかと心配しておるところでご

ざいます。とは言いましても蒸し暑い日が必ずやってきますので、食中毒

や熱中症には十分気を付けていただきたいと思います。 

それではただいまから、平成２８年度第３回串本町農業委員会定例会を

始めます。 

 

本日欠席届の出ている委員はゼロで、全員揃ってございます。署名委員

については７番坂本委員、８番芝崎委員です。よろしくお願いします。 

それでは早速、議案審議に入りたいと思います。議案第８号、串本町農

業経営基盤強化促進事業実施方針による利用権の設定について、この案件

については７番坂本委員が当事者となりますので退席願います。 

 

（坂本委員退室） 

 

それでは事務局、提案趣旨の説明をお願いします。 

 

（議案書に従い朗読） 

 

ありがとうございました。続きまして、現地調査報告に移る訳ですけど

も、担当委員が当事者となっておりますので、代理人１名を用意しており

ましたが、当日所用があり来られませんでしたので、私の方から現地調査

報告をさせていただきます。 

 

（担当委員の現地調査説明） 

 

それでは、ただいまの事務局からの提案趣旨説明並びに現地調査報告に

ついて、質疑のある方ございませんか。 

 



 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

事務局 

 

議長 

 

 

小山委員 

 

議長 

 

小山委員 

 

議長 

 

 

 

（なしの声） 

 

 質疑が無いようですのでお諮りをします。本案については、原案どおり

承認可決することに異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

 異議なしの声多数につき、本案については、原案どおり承認することに

決定いたしました。坂本委員を呼んでまいりますのでしばらくお待ちくだ

さい。 

 

（坂本委員入室） 

 

 次へまいります、議案第９号、串本町農業経営基盤強化促進事業実施方

針による利用権の設定についてを議題とします。この案件については１９

番福島委員が当事者となりますので退席願います。 

 

（福島委員退室） 

 

それでは事務局、提案趣旨の説明をお願いします。 

 

（議案書に従い朗読） 

 

ありがとうございました。続きまして、現地調査委員の報告をお願いし

ます。 

 

４番、小山です。 

 

４番、小山委員。 

 

（担当委員の現地調査説明） 

 

それでは、ただいまの事務局からの提案趣旨説明並びに現地調査報告に

ついて、質疑のある方ございませんか。 

 

（なしの声） 



 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

阪田委員 

 

議長 

 

阪田委員 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 質疑が無いようですのでお諮りをします。本案については、原案どおり

承認可決することに異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

 異議なしの声多数につき、本案については、原案どおり承認することに

決定いたしました。福島委員を呼んでまいりますのでしばらくお待ちくだ

さい。 

 

（福島委員入室） 

 

 次へまいります、議案第１０号、農地法第２条の農地でない旨の証明願

についてを議題とします。事務局、提案趣旨の説明をお願いします。 

 

（議案書に従い朗読） 

 

ありがとうございました。続きまして、現地調査委員の報告をお願いし

ます。 

 

６番、阪田です。 

 

６番、阪田委員。 

 

（担当委員の現地調査説明） 

 

それでは、ただいまの事務局からの提案趣旨説明並びに現地調査報告に

ついて、質疑のある方ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

 質疑が無いようですのでお諮りをします。本案については、原案どおり

承認可決することに異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 



議長 

 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

角委員 

 

議長 

 

角委員 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

 異議なしの声多数につき、本案については、原案どおり承認することに

決定いたしました。 

次へまいります。議案第１１号、農地法第３条の規定による許可申請に

ついてを議題とします。事務局、提案趣旨説明をお願いします。 

 

（議案書に従い朗読） 

 

ありがとうございました。続きまして、現地調査委員の報告をお願いし

ます。 

 

１２番、角です。 

  

１２番、角委員。 

 

（担当委員の現地調査説明） 

 

ありがとうございました。それでは、ただいまの事務局からの提案趣旨

説明並びに現地調査報告について、質疑のある方ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

 質疑が無いようですのでお諮りをします。本案については、原案どおり

承認可決することに異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

 異議なしの声多数につき、本案については、原案どおり承認することに

決定いたしました。 

 次へまいります。議案第１２号、農地法第５条第１項の規定による許可

申請についてを議題とします。事務局、提案趣旨説明をお願いします。 

 

（議案書に従い朗読） 

 

ありがとうございました。続きまして、現地調査委員の報告をお願いし

ます。 

 



地當委員 

 

議長 

 

地當委員 

 

議長 

 

 

吉井委員 

 

議長 

 

吉井委員 

 

 

事務局 

 

 

 

吉井委員 

 

事務局 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

１１番、地當です。 

  

１１番、地當委員。 

 

（担当委員の現地調査説明） 

 

ありがとうございました。それでは、ただいまの事務局からの提案趣旨

説明並びに現地調査報告について、質疑のある方ございませんか。 

 

 ２２番、吉井です。 

 

 ２２番、吉井委員。 

 

 権利の種類について、所有権の移転及び賃借権の設定となっていますが、

５条の場合は所有権の移転だけではないんですか。 

 

 所有権の移転のみならず、賃借権あるいは地上権等の権利設定も５条に

なります。○○○番のみ所有権の移転を行うということで、他３筆につい

ては賃借権の設定ということになっております。 

 

賃借権を設定したのは何年間ですか。 

 

２１年間です。ソーラー発電の売電期間が２０年間ですので、工事の期

間等を含めて２１年間となっております。 

 

 他にございませんか。 

 

（なしの声） 

 

 質疑が無いようですのでお諮りをします。本案については、原案どおり

承認可決することに異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

 異議なしの声多数につき、本案については、原案どおり承認することに

決定いたしました。 



 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

地當委員 

 

議長 

 

地頭委員 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 次へまいります。議案第１３号、農地法第５条第１項の規定による許可

申請についてを議題とします。事務局、提案趣旨説明をお願いします。 

 

（議案書に従い朗読） 

  

ありがとうございました。続きまして、現地調査委員の報告をお願いし

ます。 

 

１１番、地當です。 

  

１１番、地當委員。 

 

（担当委員の現地調査説明） 

 

ありがとうございました。それでは、ただいまの事務局からの提案趣旨

説明並びに現地調査報告について、質疑のある方ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

 質疑が無いようですのでお諮りをします。本案については、原案どおり

承認可決することに異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

 異議なしの声多数につき、本案については、原案どおり承認することに

決定いたしました。 

 以上で本日予定しておりました議案は全て終了いたしました。 

 これで、平成２８年度第３回定例会を終了致します。ありがとうござい

ました。 

 

 

                

午後２時３０分  定例会終了 

 


